
介護予防特定施設入居者生活介護はいびすかす運営規程  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  社 会 福 祉 法 人 緑 樹 会 が 開 設 す る ケ ア ハ ウ ス は い び す か す が 行 う 特

定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業（ 以 下「 事 業 所 」と い う 。）の 適 正 な 運 営 を 確

保 す る た め に 人 員 及 び 管 理 運 営 に 関 す る 事 項 を 定 め 、 事 業 所 の 介 護 員 等

が 、 要 介 護 状 態 に あ る 高 齢 者 に 対 し 、 適 正 な 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ

と を 目 的 と す る 。  

（ 運 営 方 針 ）  

第 ２ 条  事 業 所 の 職 員 は 、 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 、 利 用 者 が 当 該

施 設 に お い て そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き

る よ う 、 入 浴 、 排 泄 、 食 事 等 の 介 護 そ の 他 日 常 生 活 上 の 世 話 、 機 能 訓 練

及 び 療 養 上 の 世 話 を 行 う 。  

２  サ ー ビ ス が 高 齢 者 の 健 康 と 生 活 の 基 盤 に 深 く 関 わ る も の で あ る こ と に

鑑 み 、 そ の 提 供 に あ た っ て は 、 事 故 の 防 止 は も と よ り 、 高 齢 者 の 心 理 面

に 配 慮 す る ほ か 、 自 立 援 助 、 家 族 や 公 的 サ ー ビ ス 、 関 係 市 町 村 と の 連 携

等 を 旨 と し 、 事 業 者 の 責 任 に お い て 適 切 な サ ー ビ ス 提 供 を 行 う も の と す

る 。  

３  安 定 か つ 継 続 的 な 事 業 運 営 に 努 め る 。  

（ 名 称 及 び 所 在 地 ）  

第 ３ 条  事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)名  称  ケ ア ハ ウ ス は い び す か す  

(2)所 在 地  沖 縄 県 沖 縄 市 胡 屋 ７ 丁 目 １ 番 ２ １ 号  

（ 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 内 容 ）  

第 ４ 条  事 業 所 に 勤 務 す る 職 種 、 員 数 及 び 職 務 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

(1) 管 理 者   1 名  

  管 理 者 は 専 門 性 及 び チ ー ム ワ ー ク の 確 保 、 質 的 サ ー ビ ス 実 施 に つ い て

総 合 的 な 指 揮 、 監 督 を 一 元 的 に こ れ を 行 う 。  

(2) 生 活 相 談 員    1 名  

生 活 相 談 員 は 、 利 用 者 の 生 活 相 談 、 面 接 、 身 上 調 査 並 び に 利 用 者 サ ー

ビ ス の 企 画 及 び 実 施 に 関 す る こ と に 従 事 す る 。 又 、 常 に 計 画 作 成 担 当

者 と の 連 携 を 図 り サ ー ビ ス 計 画 に つ な げ る 。  

(3) 介 護 職 員    ２ ４ 名  

  介 護 職 員 は 、 利 用 者 の 日 常 生 活 の 介 護 、 援 助 に 従 事 す る 。  

(4) 看 護 職 員     ３ 名             

看 護 職 員 は 、 利 用 者 の 診 療 の 補 助 及 び 看 護 ・ 服 薬 管 理 並 び に 保 健 衛 生

管 理 に 従 事 す る 。  

(5)  機 能 訓 練 指 導 員   １ 名   

機 能 訓 練 指 導 員 は 、 利 用 者 が 日 常 生 活 を 営 む の に 必 要 な 機 能 を 改 善

し 、 又 は そ の 減 退 を 防 止 す る た め の 訓 練 を 希 望 に 応 じ て 行 う 。  

  (6) 計 画 作 成 担 当 者 （ 介 護 支 援 専 門 員 ） 1 名  



計 画 作 成 担 当 者 は 、 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 希 望 、 利 用 者 に つ い て 把 握

さ れ た 解 決 す べ き 課 題 に 基 づ き 、 他 の 特 定 施 設 従 業 者 と 協 議 の 上 、 サ

ー ビ ス の 目 標 及 び そ の 達 成 時 期 、 サ ー ビ ス の 内 容 並 び に サ ー ビ ス を 提

供 す る 上 で の 留 意 点 等 を 盛 り 込 ん だ 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 を 作

成 す る 。  

(7) 栄 養 士   １ 名  

栄 養 士 は 、 献 立 作 成 、 栄 養 量 計 算 、 調 理 上 の 衛 生 管 理 等 の 適 正 化 を 期

す る と と も に 、 給 食 委 託 業 者 及 び 調 理 業 務 従 事 者 の 指 導 業 務 を 行 う 。  

（ 入 所 定 員 及 び 居 室 数 ）  

第 ５ 条  事 業 所 の 定 員 及 び 居 室 数 は 、 次 の と お り と す る 。  

  (1) 利 用 定 員      ５ ０ 名  

  (2) 居 室 数     ５ ０ 室  

  (3)  一 時 介 護 室      １ 室  

（ サ ー ビ ス の 内 容 及 び 利 用 料 そ の 他 の 費 用 の 額 ）  

第 ６ 条  サ ー ビ ス の 内 容 は 次 の と お り と し 、 利 用 料 の 額 は 、 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 に よ る も の と し 、 食 費 及 び 居 住 費 は 全 額 、 介 護 サ ー ビ ス に

つ い て は 、特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 が 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス で あ る 時 は 、

そ の 1 割 の 額 と す る 。 た だ し 、 居 住 費 に つ い て は 、 ケ ア ハ ウ ス 利 用 契 約

に 基 づ く 負 担 を も っ て 全 額 負 担 し て い る も の と み な す 。  

（ １ ） 介 護  

①  事 業 所 に お い て 提 供 さ れ る 基 本 介 護 サ ー ビ ス 内 容 は 、 入 浴 、 排 泄 、

食 事 、そ の 他 日 常 生 活 上 の 世 話 を 旨 と し 、別 紙 1 中 、「 基 本 介 護 サ ー ビ ス

表 」 の ケ ア 項 目 を 参 考 と し て 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 に 応 じ た 施 設 サ ー ビ

ス 計 画 を ３ か 月 ご と に 作 成 し 、 利 用 者 及 び 連 帯 保 証 人 と の 面 談 を 行 い 、

サ ー ビ ス 内 容 、 利 用 料 の 説 明 、 ま た 要 介 護 認 定 に 基 づ く 保 険 給 付 額 と の

照 合 を 行 い 、 利 用 者 、 連 帯 保 証 人 の 同 意 を 得 た 後 、 介 護 サ ー ビ ス を 実 施

す る も の と す る 。  

②  介 護 保 険 適 用 外 サ ー ビ ス で あ る 別 紙 ２ 中 、「 希 望 に 応 じ て 提 供 で き る

サ ー ビ ス 」 に つ い て は 、 利 用 者 、 連 帯 保 証 人 よ り の 個 人 的 希 望 に 基 づ い

て 行 う も の と す る 。  

な お 、介 護 保 険 適 用 外 サ ー ビ ス に 係 る 費 用 に つ い て は 実 費 負 担 と す る 。 

 ③  利 用 料 金 に つ い て は 、 別 紙 １ 及 び 別 紙 ２ の と お り と す る 。  

（ ２ ） 健 康 管 理  

看 護 職 員 は 、 常 に 利 用 者 の 健 康 の 状 況 に 注 意 す る と と も に 、 健 康 保 持 の

た め の 適 切 な 措 置 を 講 じ る 。  

（ ３ ） 衛 生 管 理  

 施 設 は 、 入 所 者 の 口 腔 の 健 康 の 保 持 を 図 り 、 自 立 し た 生 活 を 営 む こ と が

で き る よ う 、 口 腔 衛 生 の 管 理 体 制 を 整 備 し 、 各 入 所 者 の 状 態 に 応 じ た 口

腔 衛 生 の 管 理 を 計 画 的 に 行 う も の と す る 。  

 



（ ４ ） 相 談 及 び 援 助  

利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 の 的 確 な 把 握 に 努 め 、 利

用 者 は そ の 家 族 に 対 し そ の 相 談 に 適 切 に 応 じ る と と も に 利 用 者 の 社 会 生

活 に 必 要 な 支 援 を 行 う 。  

（ 契 約 の 終 了 ）  

第 ７ 条  利 用 者 は 、 事 業 者 に 対 し て ３ ０ 日 以 上 の 予 告 期 間 を お い て 、 文 書

で 通 知 す る こ と に よ り 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 契 約 解 除 後 、 利

用 者 は 他 の 居 宅 サ ー ビ ス を 利 用 で き る も の と す る 。  

２  一 定 の 事 由 に 該 当 し た 場 合 、 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 し て 、 ３ ０ 日 以 上

の 予 告 期 間 を お い て 文 書 で 通 知 す る こ と に よ り 、 契 約 を 解 除 す る こ と が

で き る 。  

３  利 用 者 が 要 介 護 認 定 の 更 新 で 非 該 当 （ 自 立 ） と 認 定 さ れ た 場 合  

４  次 の 事 由 に 該 当 し た 場 合 は 、 契 約 は 自 動 的 に 終 了 す る 。  

①  利 用 者 が 他 の 介 護 保 険 施 設 に 入 所 し た 場 合  

②  利 用 者 が 死 亡 し た 場 合  

（ 協 力 医 療 機 関 等 ）  

第 ８ 条  事 業 所 は 、 医 療 機 関 と の 間 に 健 康 相 談 、 健 康 診 断 な ど に つ い て 協

力 契 約 を 結 ぶ も の と す る 。  

① 協 力 医 療 機 関 名 ： 医 療 法 人 中 部 徳 洲 会  中 部 徳 洲 会 病 院  

診 療 科 目  : 内 科 ・ 外 科 ・ 整 形 外 科 ・ 小 児 科  

  協 力 内 容  : 緊 急 時 対 応 、 健 康 診 断 、 健 康 相 談  

② 協 力 医 療 機 関 名 ： こ う ち 歯 科 医 院  

診 療 科 目  : 歯 科  

協 力 内 容  : 往 診  

（ 施 設 利 用 に 当 た っ て の 留 意 事 項 ）  

第 ９ 条  連 帯 保 証 人 を 1 人 定 め る 。 連 帯 保 証 人 は 利 用 料 金 の 支 払 い に つ い

て 利 用 者 と 連 帯 し て 責 任 を 負 う も の と す る 。 ま た 、 ケ ア ハ ウ ス 契 約 が 解

除 さ れ た 場 合 に は 利 用 者 を 引 き 受 け る こ と と す る 。  

２  事 業 者 は 、 以 上 の 内 容 に つ い て 、 重 要 事 項 説 明 書 に 基 づ く 説 明 を 行 う

と 共 に 利 用 者 と 利 用 契 約 を 文 書 に よ っ て 締 結 す る も の と す る 。  

３  利 用 者 が 入 院 加 療 を 要 す る 場 合 は 、 適 切 な 病 院 等 を 紹 介 す る 。  

４  利 用 者 は 、 規 則 を 守 り 他 の 迷 惑 に な ら な い よ う に す る 。  

５  共 有 の 施 設 ・ 設 備 は 他 の 迷 惑 に な ら な い よ う に 利 用 す る 。  

（ 介 護 居 室 の 移 動 ）  

第 １ ０ 条  事 業 者 は 利 用 者 を 介 護 居 室 又 は 一 時 介 護 室 に 移 し て 介 護 を 行 う

場 合 は 、 入 居 契 約 書 に 基 づ き 利 用 者 も し く は 連 帯 保 証 人 の 意 思 の 確 認 を

行 い 同 意 を 得 る こ と と す る 。  

（ 緊 急 時 に お け る 対 応 方 法 ）  

第 １ １ 条  利 用 者 の 心 身 状 況 に 異 変 そ の 他 、 緊 急 事 態 が 生 じ た と き は 、 医

師 又 は 協 力 医 療 機 関 と 連 絡 を 取 り 、 適 切 な 対 応 を 行 う 。  

（ 非 常 災 害 対 策 ）  



第 １ ２ 条  利 用 者 の 生 命 と 安 全 を 確 保 す る こ と を 最 優 先 課 題 と し 、 あ ら ゆ

る 災 害 に 対 し て 安 全 対 策 を 講 じ る も の と す る 。  

(１ ) 消 防 計 画 の 作 成 と 届 出  

防 火 管 理 者 た る 施 設 責 任 者 が 、「 消 防 計 画 」を 作 成 し て 所 轄 消 防 署 に 届

出 る 。  

 

(２ ) 防 災 訓 練  

・ 訓 練 は 、 通 報 訓 練 ・ 消 防 訓 練 ・ 避 難 訓 練 ・ 総 合 訓 練 と す る 。  

・ 避 難 訓 練 は 夜 間 を 想 定 し て 自 力 避 難 の 困 難 な 者 の 救 出 を 重 点 に 実 施  

す る 。  

・ 避 難 訓 練 の 際 に は 所 轄 消 防 署 に 連 絡 を と る 。  

・ 訓 練 へ の 参 加 、 日 頃 か ら の 協 力 依 頼 に よ り 近 隣 協 力 者 と の 充 分 な コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る 。  

・ 避 難 場 所 と し て 、 近 隣 の 病 院 ・ 公 民 館 等 の 各 種 施 設 と の 連 絡 体 制 を

充 分 に 体 制 を 整 え て お く 。  

(３ ) 夜 間 防 火 管 理 体 制  

(４ ) 防 火 義 務 設 置 設 備 の 整 備  

 防 火 設 備 は 、 消 防 法 令 に 基 づ き 適 正 に 設 置 ・ 維 持 管 理 す る と と も に 、

資 格 を 有 す る も の が 定 期 的 に 点 検 を 行 う 。  

(５ )  業 務 継 続 計 画  

  施 設 は 、 感 染 症 や 災 害 が 発 生 し た 場 合 で あ っ て も 円 滑 な 施 設 運 営 を 期

す る た め 、 別 に 定 め る 業 務 継 続 計 画 を 遂 行 し 、 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す

る も の と す る 。  

２  非 常 時 に 備 え て 保 存 食 を ３ 日 分 を 用 意 す る 。ま た 、非 常 食 と と も に 紙

お む つ な ど の 消 耗 品 も 適 宜 確 保 す る 。エ レ ベ ー タ ー・ボ イ ラ ー・下 水 道

処 理 設 備 等 の 設 備 は 、法 令 に よ り 資 格 を 有 す る 者 が 定 期 的 に 点 検・整 備

す る 。  

（ 夜 間 体 制 ）  

第 １ ３ 条  午 後 ９ 時 か ら 翌 朝 午 前 ６ 時 の 時 間 帯 に お け る 職 員 体 制 は 、夜 勤 、

宿 直 を 問 わ ず １ 名 以 上 を 配 置 す る も の と す る 。  

（ 秘 密 の 保 持 ）  

第 １ ４ 条  事 業 所 は 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 並 び に そ の 家 族 に 関 す る 個 人

情 報 並 び 秘 密 事 項 に つ い て は 、 利 用 者 又 は 第 三 者 の 生 命 、 身 体 等 に 危 険

が あ る 場 合 等 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 、 正 当 な 権 限 を 有 す る 官 憲 の 命 令 に

よ る 場 合 並 び に 別 に 定 め る 文 書 (情 報 提 供 同 意 書 )に よ り 同 意 が あ る 場 合

に 限 り 第 三 者 に 開 示 す る も の と し 、 そ れ 以 外 の 場 合 は 、 契 約 中 及 び 契 約

終 了 後 に お い て も 第 三 者 に 対 し て 秘 匿 と す る 。  

２  職 員 は 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 ま た は そ の 家 族 の 秘 密 を 保 持 し な け れ ば

な ら な い 。 ま た 、 職 員 で な く な っ た 後 に お い て も こ れ ら の 秘 密 を 保 持 す

る も の と す る 。  



（ 身 体 拘 束 等 ）  

第 １ ５ 条  事 業 所 は 、 利 用 者 の 身 体 拘 束 は 行 わ な い 。 万 一 、 利 用 者 又 は 他

の 利 用 者 、 職 員 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い 場 合

に は 別 紙 ３ 「 緊 急 や む を 得 な い 身 体 拘 束 に 関 す る 説 明 書 」 に 同 意 を 受 け

た 時 に の み 、 そ の 条 件 と 期 間 内 に て 身 体 拘 束 等 を 行 う こ と が で き る も の

と す る 。  

（ 虐 待 防 止 に 向 け た 体 制 等 ）  

第 １ ６ 条  施 設 は 、 虐 待 発 生 の 防 止 に 向 け 、 本 条 各 号 に 定 め る 事 項 を 実 施

す る も の と す る 。 ま た 、 管 理 者 は 、 こ れ ら の 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の

専 任 の 担 当 者 と す る 。  

１  施 設 で は 、虐 待 防 止 検 討 委 員 会 を 設 け る 。そ の 責 任 者 は 管 理 者 と す る 。  

２  虐 待 防 止 検 討 委 員 会 は 、 職 員 へ の 研 修 の 内 容 、 虐 待 防 止 の た め の 指 針  

策 定 、 虐 待 等 の 相 談 ・ 報 告 体 制 、 虐 待 を 把 握 し た 際 の 通 報 、 虐 待 発 生 時 の  

再 発 防 止 策 の 検 討 等 を 行 う 。 な お 、 本 虐 待 防 止 検 討 委 員 会 は 、 場 合 に よ り  

他 の 委 員 会 と 一 体 的 に 行 う ほ か 、 テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム を 用 い て 実 施 す る 。  

３  職 員 は 、 年 2 回 以 上 、 虐 待 発 生 の 防 止 に 向 け た 研 修 を 受 講 す る 。  

４  虐 待 又 は 虐 待 が 疑 わ れ る 事 案 が 発 生 し た 場 合 に は 、 責 任 者 は 速 や か に  

市 町 村 等 関 係 者 に 報 告 を 行 い 、 事 実 確 認 の た め に 協 力 す る 。 ま た 、 当 該 事  

案 の 発 生 の 原 因 と 再 発 防 止 策 に つ い て 、 速 や か に 虐 待 防 止 検 討 委 員 会 に て  

協 議 し 、 そ の 内 容 に つ い て 、 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 市 町 村 等 関 係 者 に  

報 告 を 行 い 、 再 発 防 止 に 努 め る 。  

 

（ 苦 情 対 応 ）  

第 １ ７ 条  利 用 者 は 、 提 供 さ れ た サ ー ビ ス 等 に つ き 苦 情 を 申 し 出 る こ と が

で き る 。 そ の 場 合 事 業 所 は 、 速 や か に 事 実 関 係 を 調 査 し 、 そ の 結 果 改 善

の 必 要 性 の 有 無 並 び に 改 善 方 法 に つ い て 、 利 用 者 ま た は そ の 家 族 に 報 告

す る も の と す る 。  

  な お 、 苦 情 申 立 窓 口 は 、 別 紙 ４ 「 施 設 苦 情 ・ 相 談 解 決 制 度 」 に 記 載 さ

れ た 通 り で あ る 。  

  苦 情 受 付 担 当 者 ： 生 活 相 談 員  

（ 情 報 公 開 ）  

第 １ ８ 条  社 会 福 祉 法 第 ２ ４ 条 等 及 び 介 護 保 険 法 の 趣 旨 に 則 り 、 県 民 が 社

会 福 祉 法 人 緑 樹 会 が 提 供 す る サ ー ビ ス を 安 心 し て 利 用 で き る よ う 理 解 と

信 頼 を 促 進 す る た め 、 情 報 の 開 示 を 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 に お い て 行 う

も の と す る 。  

（ そ の 他 運 営 に 関 す る 留 意 事 項 ）  

第 １ ９ 条  厚 生 労 働 省 が 定 め る 事 業 者 に か か る 情 報 の 開 示 を 法 人 の ホ ー ム

ペ ー ジ 等 に お い て 行 う も の と す る 。  

２  職 員 の 質 的 向 上 を 図 る た め 研 修 の 機 会 を 設 け 、 業 務 体 制 を 整 備 す る 。  

３  事 業 所 は こ の 事 業 を 行 う た め 、 ケ ー ス 記 録 、 利 用 者 負 担 金 収 納 簿 、 そ

の 他 必 要 な 記 録 、 帳 簿 を 整 備 す る 。  



第 ２ ０ 条  こ の 規 程 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 に つ い て

は 社 会 福 祉 法 人 緑 樹 会 と 管 理 者 で あ る 施 設 責 任 者 と の 協 議 に 基 づ い て 定

め 、 重 要 事 項 が 生 じ た 場 合 に は そ の 適 切 な 対 応 を 図 り 、 問 題 解 決 に 当 た

る も の と す る 。  

２  問 題 の 解 決 に 当 た っ て は 運 営 懇 談 会 等 に お い て 説 明 し 、 利 用 者 の 理 解

を 得 る よ う 努 め る 。  

 

附 則   こ の 規 程 は 平 成 １ ９ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 １ ９ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ １ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ １ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    こ の 規 程 は 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。    

    こ の 規 程 は 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


